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第１章 検討の経緯 

 公共放送の在り方に関する検討分科会は、2020 年４月から開催され、公共放

送を取り巻く視聴環境が変化する中、①ＮＨＫの業務・受信料・ガバナンスとい

う三位一体改革のフォローアップや②受信料制度の在り方について、様々な観

点から検討することを目的として、検討を行ってきた。  

 三位一体改革のフォローアップに関しては、2020 年 6 月に「三位一体改革推

進のためＮＨＫにおいて取組が期待される事項」としてとりまとめを行ったと

ころである。 

他方、受信料制度の在り方については、2020 年６月 26 日の第４回会合以降、

諸外国の公共放送の受信料制度について比較検討を行うとともに、ＮＨＫ及び

関係団体へのヒアリングにより示された制度改正等に関する要望事項も踏まえ、

検討を進めてきた。 

具体的な要望事項としては、ＮＨＫから、 

①受信料還元に関する科目の設置 

②中間持株会社の設置 

③受信設備の設置届出制及び未届に対する設置推定 

④未契約者氏名等（居住者情報）照会 

の４項目が示された。 

本文書では、主にこれらの要望に関するものを中心に、受信料制度の諸課題に

ついて、今後の方向性をとりまとめたものである。 
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第２章 受信料を巡る概況 

（１）受信料制度の概要 

   ＮＨＫは、放送法に基づき、あまねく日本全国において受信できる豊か

で良い放送番組による国内基幹放送等を行うことを目的として設立され

た特殊法人であり、その事業運営の財源は、テレビ（受信設備）を設置し、

受信契約を締結した者が支払う受信料から賄われることとされている。 

受信料の額は、国会がＮＨＫの収支予算を承認することによって定ま

ることとされている 1。 

（２）受信料の体系及び水準 

受信料の体系については、ＮＨＫの放送受信規約において総合テレビ

及びＥテレなどの地上波を受信できる者を対象とする地上契約（月額

1,225 円 2）と、地上波とＢＳ１及びＢＳプレミアムなどの衛星波を受信

できる者を対象とする衛星契約（月額 2,170円）とが設けられている。 

受信料額は、衛星契約では、英独仏韓などと比べ、2019 年度は最も高

い水準となっており、受信料の年間収入額も 2019年度は 7,115億円とな

っており、全世帯・事業所を対象としているドイツに次ぐ高い水準となっ

ている。 

なお、衛星契約の受信料額のうち衛星付加受信料は、1989 年度の衛星

放送導入時の 930円（税込）が、2020年 10月現在で 945円（税込）とな

っている。 

（３）受信料契約の状況 

受信契約 3は 2019年度末には 4,212万件（うち衛星契約は 2,224万件）

                                                      
1 放送法が、ＮＨＫに、他人の営業に関する広告放送を禁止し、財源を受信料により賄うこ
ととしている点については、2017 年の最高裁判所の判決（受信契約締結承諾等請求事件 
最判平成 29 年 12 月６日民集第 71 巻第 10 号 1817 頁）において、特定の個人、団体又は
国家機関等から財政面での支配や影響が及ぶことのないようにし、ＮＨＫの放送を受信す
ることのできる環境にある者に広く公平に負担を求めることにより、受信設備の設置者全
体により支えられる事業体であるべきことを示すものであるとされている。 

2 受信料額については、口座・クレジット支払の場合の額を記載している。 
3 受信契約の件数については、全額免除対象を除く件数を記載している。 
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に達し、受信料の支払率 4は 2009 年度には 70％であったところ、未契約

者への民事訴訟の提起や 2017年の最高裁判所判決等もあり、2019年度に

は 83％と近年改善傾向にある。 

衛星契約数は 2009年度末には 1,456万件であったところ、2019年度末

には 2,224万件と増加している。 

（４）営業経費の状況 

受信設備の設置者が契約を締結した上で、受信料を支払うこととされ

ている我が国の受信料制度の下、受信契約の締結には、訪問等により、転

居の有無や受信設備の設置等を確認する必要がある。 

2019 年度には営業経費として 759 億円が支出されており、うち 305 億

円が訪問要員に係る経費となっている。 

こうした中、受信料収入に占める営業経費の割合（営業経費率）は、諸

外国に比して高止まりしており、2019年度には 10.6％となっている。 

（５）インターネット活用業務の状況 

ＮＨＫの放送番組等のインターネット配信等の業務は、任意業務とな

っており、その実施に係る基準については、総務大臣の認可が必要とな

っている。 

2020年９月末時点では、受信料で賄われる総合テレビ及びＥテレの同

時配信及び見逃し番組配信を提供する「ＮＨＫプラス」のＩＤ登録完了

数は約 83万件、見逃し番組や過去の番組を有料で配信する「ＮＨＫオン

デマンド」の登録会員数は約 285万人となっている。 

この他、ＮＨＫは、民間放送事業者との連携の一環として、民間放送

事業者の見逃し番組配信のプラットフォームであるＴＶｅｒを通じた

一部番組の提供などを行っている。  

                                                      
4 支払率は、受信料の公平負担の状況を表すものとしてＮＨＫが算出している指標であり、
実際に受信料を支払っている世帯及び事業所契約数を、免除対象等を除く、テレビを設置
する世帯数及び事業所の設置場所数の推計で割った数値となっている。 
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第３章 受信料の適正負担 

１．繰越剰余金の受信料への還元 

 （１）現状 

ＮＨＫの繰越剰余金 5については、事業収支差金が年度当初の計画を大

幅 に上回る状況が続き、2014 年度の 876 億円（事業支出比で 13.5％）

から 2019 年度には 1,280 億円（事業支出比で 17.9％）と増加傾向にある
6。 

   こうした状況を踏まえ、第 10 回会合（2020 年 10 月 16 日）において、

ＮＨＫから、剰余金を積み立て、「受信料の値下げの原資」を明確化する

ため、省令改正により、財務諸表において受信料還元に関する科目を新設

したいとの要望があった。 

 （２）検討 

受信料の額が総括原価方式による収支相償の考え方に基づき算定され

ることに鑑みれば、適正水準以上の剰余金は、視聴者に還元すべきであり、

受信料の引下げによってその適正化を図ることが適当であると考えられ

る。 

また、既存業務の不断の見直しによる経営効率化により、繰越剰余金が

蓄積された場合には、国民・視聴者の納得感を得るためにも、受信料の引

下げを通じた還元に取り組むことが必要と考えられる。 

剰余金の一部を受信料の引下げによる還元目的の積立金とする場合、積

立金の勘定科目を設けるだけでなく、受信料の引下げによる還元が確実に

実施される仕組みを導入することが必要と考えられる。 

なお、安定的な経営の観点から、一定程度の繰越剰余金については、積

立金とは別に、留保することも考慮すべきであると考えられる。 

 （３）今後の方向性 

繰越剰余金を受信料の引下げにより視聴者に還元されるようにするた

                                                      
5ＮＨＫ単体の放送番組等有料配信業務勘定及び受託業務等勘定を除いた一般勘定において
ＮＨＫが「財政安定のための繰越金」としている額を指す。 

6 この他、2012 年度から「建設積立金」を計上しており、2019年度末で 1,694 億円とな
っている。 
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め、一定水準を超える剰余金については、還元目的の「積立金」の勘定科

目に計上し、次の中期経営計画の期間 7において受信料の引下げに充当す

ることを義務付ける制度を導入することが適当である。 

また、安定的な経営の観点から留保が認められる繰越剰余金の水準に

ついては、国民・視聴者の意見を踏まえ、明確かつ適正な水準とする必要

がある。 

この水準の検討にあたっては、 

ア） 繰越剰余金は、1990 年から 2000 年代半ばまで 200～600 億円

で推移していたが、財政上の問題は発生していないこと 

イ） 2011 年の東日本大震災後に際して、繰越剰余金の取崩しは行

われなかったこと 8 

ウ） ＮＨＫは、放送法に基づき放送設備の建設又は改修の資金の調

達のため、経営委員会の議決を経て、放送債券の発行が認められ

ていること 9 

といった事情も考慮する必要がある。 

さらに、積立金が蓄積されているにもかかわらず、受信料の引下げを実

施しない場合には、国民・視聴者に対してその理由について説明責任を果

たすべきである。 

あわせて、この制度を有効に機能させ、説明責任を果たせるようにする

ため、ＮＨＫにおいては、予算消化を目的とする不要な支出が生じないよ

う、これまで以上にチェック体制を確保することが必要であり、国会及び

政府においてもＮＨＫの予算・決算について十分なチェック機能を果た

すことが求められる。 

                                                      
7 放送法に基づき、NHKは、３年以上５年以下の期間ごとに、経営に関する基本的な方向
のほか、受信料の体系・水準などについて、中期経営計画を定め、公表することとされ
ている。 

8 NHK の 2011 年度決算においては、東日本大震災による影響は、受信料の免除等により
41 億円の減収、取材等により 50 億円の支出増となっているものの、一般勘定の事業収支
差金は 223 億円の黒字となっている。 

9 放送債券は、2002 年を最後に発行されておらず、償還も 2010 年度に完了している。   
なお、2012 年度決算においては、繰越剰余金は減少しているが、これは渋谷の新放送セン
ターの整備のため、同年度から積立てを開始した建設積立金に 583 億円を繰入れたことに
よるもの。 



6 

 

２．中間持株会社制の導入 

  （１）現状 

 放送法において、ＮＨＫの出資については、資金が受信料で賄われてい

ることから、総務大臣の認可が必要となっている。 

具体的には、ＮＨＫの出資は、業務の遂行に必要がある場合に総務大臣

の認可を受けて、本来業務又は目的達成業務に密接に関連する政令で定め

る事業を行う者等に限定して行うことができるとされている。 

また、ＮＨＫでは、経営委員会の内部統制議決において、子会社又は関

連会社が政令で定める範囲の業務を営むことを原則とすることを定めて

いる。ＮＨＫから出資を受けた子会社の数は、2020 年４月時点で 11 社と

なっている 10。  

こうした状況の中、第 10 回会合（2020 年 10 月 16 日）において、ＮＨ

Ｋから、グループの合理化の加速、再編の柔軟化の実現に向け、中間持株

会社の設置を核としたＮＨＫグループ改革を実現可能とする放送法改正

に関する要望があった。 

（２）検討 

 ＮＨＫの業務は、委託等を通じ子会社と一体的に実施されていることか

ら、子会社の管理機能を集約し、業務の効率化を行うことは、子会社の支

出の抑制等を通じ、ひいてはＮＨＫの業務の効率化につながることが期待

される。 

ＮＨＫの要望に対しては、中間持株会社制導入による効果に関する質問

が多く出され、ＮＨＫより、合併との比較、役員・人員の削減効果等につ

いて説明があった。さらに、階層が増えることによるガバナンスや国民・

視聴者に対する透明性への影響にも懸念が示された。 

 また、ヒアリングに際して、一般社団法人日本民間放送連盟（以下「民

放連」という）及び一般社団法人日本新聞協会メディア開発委員会（以下

「新聞協会メディア委員会」という）から、中間持株会社制を導入するこ

とにより、期待された効果が得られているか継続的にチェックし、ガバナ

ンスの向上につながっていると言いがたい状況が明白になれば、改廃する

                                                      
10最近５年間では、２件の出資認可が行われているが、いずれも子会社に対するものでは
ない。 
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余地も残しておくべきではないか、中間持株会社制の導入に係る経費を回

収できるコスト削減効果が不可欠ではないかといった見解が表明された。 

 本文書の意見募集を行った結果、中間持株会社制の導入による効果等に

ついて、ＮＨＫからの提出意見において、以下のような説明があった。 

・ 合理化・効率化については、子会社の経営管理部門の共通化により、

ＮＨＫ本体の人員を増加させることなく、役員数の半減、管理部門の

要員数の３割減等の人員削減を図り、中間持株会社が核となって業務

の総合管理を行い、子会社間のシナジーも考慮しつつ、重複機能の整

理を進めること等により、設置にかけたコスト以上の効果を出すこと

を目標とすること 

 ・ ガバナンスについては、子会社の経営戦略部門を中間持株会社に集

約し、中間持株会社及び傘下の子会社まで 100％の完全親子関係を構

築し、幹部に適切な人材を配置し、強化すること 

・  中間持株会社の導入の効果を毎事業年度の事業計画の評価の際に

検証すること 

 ・ 透明性については、持株会社と傘下会社の透明性を高める取り組み

を継続すること 

・ 子会社からの配当や特別配当などの在り方について検討し、視聴者

への還元の原資とすること 

なお、現在の放送法におけるＮＨＫの出資の認可は、直接出資を対象と

したものとなっており、中間持株会社を設立し、そこから出資を行うこと

までを想定したものとなっていない。このため、ＮＨＫが中間持株会社を

設立する場合、ＮＨＫの出資の必要性のチェックによる関連会社等の肥大

化防止や業務密接性の確保が間接的なものとなることから、この確保の在

り方について制度的担保が必要と考えられる。 

 

 （３）今後の方向性 

子会社管理のフォーメーションは、一義的には経営判断に関するもので

あるが、ＮＨＫは特殊法人であることから、中間持株会社制を導入するこ

とにより、国民・視聴者に対しても、どのような効果が見込まれるのかを

具体的に明らかにする説明責任があるのは当然である。 

ＮＨＫからは、これらの点について一定の説明は行われたが、意見募集

を通じて更なる説明が行われ、中間持株会社制の導入の効果について、一

定の具体化が図られたと認められる。現時点では、必ずしも国民・視聴者
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の観点から、放送法改正を行う理由として十分なものとまでは言えず、Ｎ

ＨＫにおいては、引き続きその効果を分かりやすく説明を行うことが求め

られる。 

仮に中間持株会社制を導入する場合には、次の２３点について留意する

ことが必要である。 

①  潜脱的な出資に対する規律 

  現行の放送法は、ＮＨＫの子会社を通じた業務の肥大化を抑止する

観点から、上述のとおり直接出資を認可制としており、中間持株会社傘

下の子会社についても、ＮＨＫの業務に密接に関連するものに限定す

るなど、中間持株会社を通じて現行の仕組みが潜脱されないよう、制度

的な手当を行うことが求められる必要である。 

 

②  事後的な検証 

  中間持株会社制への移行後、当初ＮＨＫが見込んでいた効果が発揮

されているか検証を行い、その検証結果を踏まえて、中間持株会社の廃

止も含めた必要な措置を講ずることを明らかにしておくことが必要で

ある。 

また、ＮＨＫにおいても、中間持株会社の導入による具体的な効果

について毎事業年度検証を行い、その内容を明らかにすることで、国

民・視聴者に説明責任を果たしていくことが求められる。 

 

③  配当の在り方 

     ＮＨＫに適切に中間持株会社及び傘下子会社の利益剰余金が還元さ

れるよう、中間持株会社の傘下の子会社からの配当及び特別配当並び

に中間持株会社からのＮＨＫに対する配当の在り方について、健全な

運営に必要な水準を超えて剰余金が蓄積されないことを具体的に明ら

かとすることが求められる。 

政府においても、ＮＨＫの中間持株会社及び傘下の子会社からの配

当が適切なものとなっているかについて、十分なチェック機能を果た

すことが求められる。 
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第４章 受信料の公平負担 

（１）現状 

  ＮＨＫにおいては、訪問営業に係る要員に関する経費として 2019 年度に

は 305 億円を要しており、営業経費の高止まりをもたらしている。第 10 回

会合（2020 年 10 月 16 日）において、ＮＨＫから、訪問によらない効率的

な営業活動を実現し、未契約者に対する公平負担の徹底と営業経費の大幅削

減、訪問を巡るクレーム等の抑止を可能とするため、 

① 受信設備の設置届出制及び未届に対する設置推定 

② 未契約者氏名等（居住者情報）の照会 

をパッケージとした制度改正の要望 11があり、これらについて、次のとおり

検討を行った。 

（２）検討 

   ① 受信設備の設置届出制及び未届に対する設置推定 

   受信設備を設置した場合の届出制については、ヒアリングに際して民

放連及び新聞協会メディア委員会から、一層のテレビ離れを加速化する

おそれがあるとの意見が表明された。 

   「未届に対する設置推定」については、受信設備の非設置者に対して

非設置であることの挙証を求めることになるなど一方的に不利益を与

えるおそれがあるといった否定的な意見が多く示された。 

② 未契約者氏名等（居住者情報）の照会 

居住者情報の照会に関するＮＨＫの要望が、受信設備の設置届出を担

保するという実効性があり得るとの指摘があった一方で、 

（ア）初年度で約 900万件、２年目以降は 300万件とかなりの大規模な

個人情報の取得となること 

（イ）現在、制度上同様の照会権限が設けられているのは、行政機関、

司法関係機関、特別の機関となっていること 

（ウ）行政機関や司法関係機関に準じた照会権限に基づき取得した個人

情報の第三者提供は適切ではなく、ＮＨＫが訪問活動を委託する多

数の法人等との関係について適切な整理が必要であること 

                                                      
11 「受信設備の非設置の場合の非設置の届出」については、第 10 回会合での指摘を受け、第 11 回会合
（2020 年 11 月９日）において、ＮＨＫから必要ないものとして取り下げられた。 
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（エ）照会先機関に対して個人情報の第三者提供に係る費用面やリスク

面での大きな負担を発生させること 

（オ）居住者情報を確認できても、郵送により回答が得られない者等に

ついて訪問による受信設備の設置確認を行う必要性は引き続きあ

り、これによる費用は引き続き発生すること 

といった多くの問題点が指摘された。 

③  民事上の担保措置としての割増金 

   受信設備の設置届出等の検討を通じ、これらに代えて、現在の契約に

基づく受信料の支払という仕組み（以下「契約制」という。）を維持し

つつ 12、公平負担を徹底する観点から、正当な理由がないにもかかわら

ず、受信契約の締結に応じない受信設備の設置者に対して、刑事罰・行

政罰とは異なる民事上の担保措置としての割増金を適用することがで

きることを法律で定めることも考えられるのではないかとの案が示さ

れた。 

 （３）今後の方向性 

① 受信設備の設置届出制及び未届に対する設置推定 

  受信設備の設置届出制については、すでに受信契約を締結している

者や、非設置者を対象とすることは不要かつ不適当と考えられる。 

  また、「未届に対する設置推定」についても、(2)①に記載の問題点

が指摘されたところであり、導入することは適当ではないと考えられ

る。 

  一方、受信契約を締結していない受信設備の設置者のみを対象とし

て、設置の届出を促すことは、支払率の向上の観点から一定の意義があ

ると考えられるものの、その実効性を確保する手段について留意する

                                                      
12 民事上の担保措置としての割増金については、現在の契約制では、未契約の段階では債
権債務関係が発生せず、割増金を課すことができないという問題があることから、受信機
が設置されれば直ちに債権債務関係を発生させ、割増金を課すことができる仕組みに転換
するという方策も検討された。 
他方、契約制から受信機が設置されれば直ちに債権債務関係を発生させる仕組みへの転換
については、2017 年最高裁判所判決において、ＮＨＫが「受信設備設置者の理解を得て、
その負担により支えられて存立することが期待される事業体」であると判示されているこ
とと整合しないのではないかとの指摘もあった。 
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ことが必要であると考えられる。 

② 未契約者氏名等（居住者情報）の照会 

  居住者情報の照会については、（２）②に記載のとおり、多くの問題

点が指摘されたところであり、導入することは適当ではないと考えら

れる。 

③ 民事上の担保措置としての割増金 

  受信料の支払率が約 83％となっている状況は、83％の契約者が 17％

の未契約者の分まで負担しているという不公平が放置されていると捉

えることができる。加えて、受信料収入の１割を超える営業費用がかけ

られ、そのうち未契約者対応等のために年間 305 億円が訪問営業に係

る要員に関する経費として支出されており、それが契約者の受信料で

賄われていることも踏まえれば、公平負担を徹底することは必要不可

欠である。 

このような観点から、現行の契約制を維持した上で、正当な理由が

ないにもかかわらず受信契約の締結に応じない受信設備の設置者のみ

を対象として、刑事罰・行政罰とは異なる民事上の担保措置としての

割増金を適用することができる旨を法律で定めることは、有力な選択

肢であると考えられる。 

その際、受信契約を締結していない受信設備の設置者が設置の届出

を自ら適切な時期に行った場合には、この割増金の適用対象としない

こととすることにより、設置の届出を促し、支払率の向上につなげて

いくことも考えられる。 

なお、こうした仕組みを設ける場合には、ＮＨＫは、国民・視聴者に

対して周知を行うとともに、引き続き、受信設備設置者の理解を得て

契約を締結するよう努める必要があり、例えばワンセグ機能付き携帯

電話やチューナー付きカーナビなどについては、十分な配慮が必要と

考えられる。 

④ 訪問営業活動の注視 

ＮＨＫ及びその委託先法人による訪問営業活動については、女性の

単身世帯に深夜に訪問する、訪問員が名前や訪問目的を言わないとい
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った声が寄せられている問題が、国会審議 13でも取り上げられている。 

今後、公平負担を徹底する観点から真に有効な制度設計を図るとと

もに、制度改正後の訪問営業活動の実態についても、行政において注視

することが重要であると考えられる。 

  

                                                      
13 2020 年 3月 17 日衆議院総務委員会における國重徹議員質問（第 201 回国会衆議院総務
委員会議事録第 10 号 15頁（20.3.17）） 
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第５章 ＮＨＫと民間放送事業者との連携 

（１）現状 

  放送法は、「放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすこ

とを保障する」を目的の一つとし、公共放送と民間放送の双方の普及を実

現するため、 

①  地理的な格差が生じないように、ＮＨＫに対して、テレビジョン

放送等のあまねく普及義務 

②  民間放送事業者を含む、特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局

提供事業者に対して、その放送対象地域におけるあまねく普及努力

義務 

を課している。 

また、ＮＨＫの民間放送事業者との連携に関しては、放送法第 20 条に

おいて、 

① 放送及びその受信に必要な調査研究を行い、その成果をできる限

り一般の利用に供すること（第６項） 

② ＮＨＫのインターネット活用業務と同様な民間放送事業者の業務

の円滑な実施への協力の努力義務（第 14項） 

が、それぞれ定められている。 

具体的には、ＮＨＫは、2020年９月に公表した「ＮＨＫ経営計画（2021-

2023年度）(案)」において、音声認識字幕システムやリアルタイムの手話

ＣＧの生成などの研究開発を推進するほか、日本の放送・メディア産業や

人材を維持・育成する取組を積極的に支援することとしている。 

   第８回会合（2020年９月 15日）の関係団体ヒアリングにおいて、民放

連から、条件不利地域のユニバーサルサービスにつながる放送ネットワー

クの維持など、放送文化全体の発展のために裨益する受信料の使い方があ

ってしかるべきであるとして、ＮＨＫと民間放送事業者との連携に関する

要望があった。 

（２）検討 

    ＮＨＫと民間放送事業者との連携について、国民が多様な放送番組を

視聴できる環境を維持するため、特に条件不利地域における放送ネット

ワークの維持・管理のほか技術面などにおいても、ＮＨＫと民間放送事業

者が協力することについて、制度化しても良いのではないかとの意見が

示された。 
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（３）今後の方向性 

国民が多様な放送番組を視聴できる環境を維持するため、ネットワー

クの維持・管理等に関する民間放送事業者との協力の努力義務を導入し、

二元体制の下でＮＨＫと民間放送事業者における連携を促進することが

適当である。 

また、ＮＨＫと民間放送事業者との連携の具体化を促すため、適切な

協議の場を設けることが望ましい。 
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第６章 その他 

１．インターネット活用業務の位置付けと受信料の在り方 

（１）現状 

諸外国の公共放送では、従来のテレビ・ラジオに加え、同時配信サービ

ス等、インターネットを活用した新たな視聴手段を国民に提供し、イン

ターネットを通じた視聴が国民に定着していく中で、視聴実態と整合的

となるよう受信料制度を見直すことが課題となってきている。 

我が国においても、テレビ世帯保有率は、2010年から 2020年の 10年

間で 98.8％から 93.8％までに減少している 14。また、各メディアの平均

利用時間調査において、10代・20代では、３割超がテレビをリアルタイ

ムで視聴しておらず、平日のインターネット利用時間がテレビ視聴時間

を上回っている 15。 

このため、これからの受信料制度の在り方については、公共放送の業

務の在り方と並行して検討することが必要と考えられる。具体的には、

我が国における公共放送がその役割・使命を引き続き果たしていくため、

インターネットを活用した業務をどのように位置付け、実施していくべ

きかについて検討することが必要と考えられる。 

  （２）検討 

    受信料を担う者及びインターネット配信等の在り方については、視聴

実態又は視聴環境との整合性があることが適切であると考えられる。こ

の観点から、諸外国の制度を参考に、受信設備を設置した者に加え、イ

ンターネット同時配信等を利用可能とする者も受信料を担う者とするイ

ギリス型の「受信設備設置者＋同時配信等サービス利用者」、受信設備の

設置の有無にかかわらず、全ての世帯・事業者について受信料を担う者

とするドイツ型の「全世帯・事業所に着目した受信料制度」に関して、

それぞれ検討を行った。 

まず、イギリス型の制度については、インターネット配信等を公共放

送の本来業務とし、かつ同時配信等サービス利用者を受信料支払の対象

とすることは、現時点の我が国においては、却ってかえってインターネ

                                                      
14 内閣府「消費動向調査」 
15 総務省情報通信政策研究所「平成 30 年度情報通信メディアの利用時間と情報動向に関
する調査」 
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ット配信の利用者の拡大の阻害となるおそれがあると考えられる。 

また、ドイツ型の制度については、放送かインターネットかを問わず、

国民のほとんどが公共放送を視聴可能な環境又は視聴実態がある状況

を待たなければならないと考えられる。 

受信料を担う者を受信設備設置者とし、インターネット配信等は目的

達成業務（任意業務）とする現行制度は、現段階では多くの国民・視聴

者は公共放送をテレビで視聴しているという実態と整合的なものと考

えられる。 

 （３）今後の方向性 

受信料で賄われる同時配信等サービスである「ＮＨＫプラス」が 2020

年４月から本格開始され、民間放送事業者の配信プラットフォームであ

る ＴＶｅｒをＮＨＫも一部の番組の提供に利用する等の取組みも着手

されており、まずは、こうした取組みを通じ、インターネットを通じた

視聴拡大を図ることが重要である。 
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第７章 今後の進め方  

 総務省においては、第３章から第５章までに示した「今後の方向性」を踏まえ、

所要の制度整備等について具体的な検討を進めることが適当である。 

 また、ＮＨＫにおいても、2020 年６月の「三位一体改革推進のためＮＨＫに

おいて取組が期待される事項」に記されているように、引き続き三位一体改革を

自律的に推進していくことが望まれる。 

 その際、衛星付加受信料の見直しは、受信料の在り方のみならずＮＨＫの業務

の在り方の両面にわたり、根幹をなす論点であり、今後の衛星チャンネルの削減

時期の明確化等とあわせて、ＮＨＫにおいて速やかに検討を進め、考え方を示す

とともに、その進捗を踏まえ、あらためて検討の場を設け、広く議論を行うこと

が適当である。 
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